
 人事行政の運営等の状況について 

 

「真岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和５年度の真岡市の人事行政

の運営等の状況について公表します。 

 

１．給与について 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 
（R5.1.1 現在） 

歳出額 Ａ 実質収支 人件費 Ｂ 
人件費率 
（Ｂ／Ａ） 

（参考） 
前年度の 
人件費率 

令和 
５年度 

79,391 人 
千円 

 40,514,369 
千円 

 1,844,085 
千円 

4,466,759 
11.0% 12.5% 

  （注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給      与      費 １人当たり給与費 
（Ｂ／Ａ） 給   料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令和 
６年度 

人 
463 

千円 
1,714,855 

千円 
332,400 

千円 
 714,725 

千円 
2,761,980 

千円 
5,965 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

区  分 令和２年４月１日 令和３年４月１日 令和４年４月１日 令和５年４月１日 

真 岡 市 100.4 99.9 99.5 99.3 

類似団体平均 98.1 98.1 97.8 97.7 

全国市平均 98.9 98.8 98.7 98.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を 

用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職給料表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。 

 



（４）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在） 

  ①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

真岡市 40.5歳 312,450円 370,235円 344,254円 

栃木県 42.5歳 319,151円 407,064円 360,813円 

国 42.4歳 322,487円 ― 404,015円 

類似団体 42.1歳 315,712円 387,697円 348,350円 

 

  ②技能労務職 

区  分 
公  務  員 民   間 参考 

平均 

年齢 
職員数 

平均 

給料月額 

平均給与 

月額(A) 

平均給与月額 

（国ベース） 

対応する民間 

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与 

月額(B) 
A/B 

真岡市 53.2 歳 14 人 315,629 円 343,585 円 335,971 円 ― ― ― ― 

 
うち 

用務員 
54.1 歳 ９人 316,644 円 340,944 円 335,238 円 用務員 49.1 歳 241,700 円 1.41 

 
うち 

清掃職員 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
うち 

自動車運転手 
54.2 歳 ２人 323,800 円 360,332 円 336,862 円 

自家用乗用 

自動車運転手 
65.9 歳 197,800 円 1.82 

栃木県 54.0 歳 157 人 309,751 円 363,470 円 340,288 円 ― ― ― ― 

国 51.2 歳 1,941人 286,942 円 ― 329,178 円 ― ― ― ― 

類似団体 53.8 歳 28 人 292,768 円 328,149 円 308,262 円 ― ― ― ― 

 

（注） １ 「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものである。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

 

（５）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在） 

区     分 真岡市 栃木県 国 

一般行政職 
大学卒 185,200円 191,700円 185,200円 

高校卒 154,600円 158,900円 154,600円 

技能労務職 高校卒 147,700円 156,800円 ― 

 

  



（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在） 

区     分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 
大学卒 267,950円 360,333円 381,657円 399,144円 

高校卒 233,800円 ― 373,800円 378,150円 

技能労務職 高校卒 ― ― ―  332,500円 

  表中の「―」は該当する職員がいない階層です。 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 

標準的な職
務 

主事・技師 
主事補 
技師補 

主事 
技師 

主査 副主幹 係長 課長補佐 課長 部長  

職員数 33 人 59 人 103 人 48 人 56 人 30 人 32 人 9 人 370 人 

構成比 8.9％ 16.0％ 27.8％ 13.0％ 15.1％ 8.1％ 8.7％ 2.4％ 100.0% 

１号給の 

給料月額 

162,100 円 208,000 円 240,900 円 271,600 円 295,400 円 323,100 円 365,500 円 410,300 円  

最高号給の給料

月額 

249,400 円 305,200 円 351,000 円 382,000 円 394,000 円 411,300 円 446,200 円 470,000 円  

  （注）真岡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

 

 

  



（８）職員手当の状況 

  ①期末・勤勉手当 

真 岡 市 栃 木 県 国 

（令和５年度支給割合） 
期末手当  勤勉手当 

  2.45 月分  2.05 月分 
 

（令和５年度支給割合） 
期末手当  勤勉手当 

  2.45 月分  2.05 月分 
 

（令和５年度支給割合） 
期末手当  勤勉手当 

  2.45 月分  2.05 月分 
 

特定幹部職員 
  期末手当  勤勉手当 
  2.05 月分  2.45 月分 
 

特定幹部職員 
  期末手当  勤勉手当 
  2.05 月分  2.45 月分 
 

特定幹部職員 
  期末手当  勤勉手当 
  2.05 月分  2.45 月分 
 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加
算措置 
・役職加算 5～15％ 
 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加
算措置 
・役職加算 5～20％ 
・管理職加算 15～22％ 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加
算措置 
・役職加算 5～20％ 
・管理職加算 10～25％ 

1 人当たり平均支給年額 
（令和５年度） 
  1,554 千円 

 
 
 
 

  ②退職手当（令和６年３月３１日現在） 

真  岡  市 国 

       自己都合  定年・応募認定 
勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 
勤続２５年 28.0395 月分  33.27075 月分 
勤続３５年 39.7575 月分    47.709 月分 
最高限度額  47.709 月分   47.709 月分 
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 
          （2%～45%加算） 
1 人当たり平均支給額     11,365 千円 

       自己都合   定年・応募認定 
勤続２０年  19.6695 月分 24.586875 月分 
勤続２５年  28.0395 月分  33.27075 月分 
勤続３５年  39.7575 月分    47.709 月分 
最高限度額   47.709 月分   47.709 月分 
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 
          （2%～45%加算） 
 

  （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

③地域手当 

支給実績（令和５年度決算） 54,934 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 111,203 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

真岡市 3％ 492 人 3％ 

宇都宮市 6％ 2 人 6％ 

地域手当補正後のラスパイレス指数 99.3％ 

（ラスパイレス指数） 99.3％ 

  ④特殊勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） 46,200 円 

職員全体に占める支給職員の割合（令和５年度決算） 3.3% 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額（令和５年度） 2,888 円 

手当の種類（手当の数） 4 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対す
る支給単価 

感染症予防 
作業手当 

感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律に規定する消毒、
駆除及び生活用水の供給作業に従事し
た職員 

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
に規定する消毒、駆除及び生
活用水の供給作業 

日額 1,000 円 



行路死病人収容 
作業手当 

行路死病人の収容作業に従事した職員 行路死病人の収容作業 

行路病人 
1 回 2,000 円 
行路死亡人 
1 回 4,000 円 

災害復旧作業手当 
災害の現場で救援及び復旧作業に従事
した職員 

災害の現場での救援及び復旧
作業 

日額 500 円 

犬、猫死体処理 
作業手当 

犬、猫死体処理作業に従事した職員 犬、猫の死体処理作業 日額 300 円 

  ⑤時間外勤務手当 

令和５年度決算 
支 給 総 額 97,982千円 

職員 1 人当たり支給年額 237千円 

令和４年度決算 
支 給 総 額  102,054千円 

職員 1 人当たり支給年額 249千円 

  ⑥その他の手当（令和５年度） 

  ・支給対象職員及び支給額等 

区  分 支給対象職員 支給額 国の制度との異同 国の制度と異なる内容 

扶養手当 
扶養親族として配
偶者、子等を有する
職員 

・配偶者           6,500 円 
・子             10,000 円 
・父母等           6,500 円 
・満 15 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日から 
満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで 
の間にある子 1 人につき 5,000 円加算 

同じ ― 

住居手当 

自ら居住する住宅を
借り受け、月額 12,000
円を超える家賃を支
払っている職員 

借家、借間居住者 

家賃の額に応じ、最高 28,000円まで 
同じ ― 

通勤手当 
交通機関を利用し、ま

たは自動車等を使用

して通勤する職員 

・交通機関等利用者 
  運賃等に応じ、最高 55,000 円まで 
・自動車等使用者 
  通勤距離に応じ、月額 3,300 円から 31,600 円 

異なる 
自動車等使
用者の支給
額 

管理職手当 管理または監督の地

位にある職員 

・部長級職員    70,400円 
・課長級職員    53,100円 
・課長補佐級職員  41,500円 

異なる 
職の区分及

び 
支給率 

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜら

れた職員 

宿直勤務または日直勤務１回につき 6,600 円 
ただし、勤務時間が５時間未満の場合は 2,300 円 異なる 支給額 

単身赴任手当 

異動に伴い、やむを得

ない事情により同居

していた配偶者と別

居することになった

職員で異動前の居住

地から異動後の勤務

地に通勤することが

困難な職員 

 
月額 30,000 円（職員の住居と配偶者の住居との間
の距離が 100 ㎞以上である職員にあっては、交通距
離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額） 
（加算額） 
   100 ㎞以上  300km 未満  8,000 円 
   300 ㎞以上  500km 未満  16,000 円 
   500 ㎞以上  700km 未満   24,000 円 
   700 ㎞以上  900km 未満   32,000 円 
   900 ㎞以上 1,100km 未満   40,000 円 
1,100 ㎞以上 1,300km 未満   46,000 円 

 1,300 ㎞以上 1,500km 未満   52,000 円 
 1,500 ㎞以上 2,000km 未満  58,000 円 
2,000 ㎞以上 2,500km 未満  64,000 円 
2,500 ㎞以上        70,000 円 

同じ ― 

管理職員特
別勤務手当 

臨時又は緊急の必要

等により週休日、休日

等又は週休日等以外

の午前 0 時から午前 5

時までに間に勤務し

た管理職員 

〔週休時、休日等〕 
・部長級職員   8,000 円 
・課長級職員   6,000 円 
・課長補佐級職員 4,000 円 
ただし、勤務に従事した時間が６時間を超える場合
は 100 分の 150 を乗じた額 
 
〔週休日等以外の午前 0 時から午後 5 時〕 
・部長級職員   4,000 円 
・課長級職員   3,000 円 
・課長補佐級職員 2,000 円 

同じ ― 

  ・支給実績及び１人あたり平均支給年額（令和５年度決算） 



区  分 支給実績 
支給職員１人当たり 
平 均 支 給 年 額 

扶養手当 37,992 千円  240,455 円  

住居手当 29,130 千円  264,818 円  

通勤手当 31,577 千円  75,544 円  

管理職手当 49,108 千円  598,873 円  

宿日直手当 1,503 千円  7,058 円  

単身赴任手当 ― ― 

管理職員特別勤務手当  46 千円  5,750 円 

 

（９）特別職の報酬等の状況（令和５年度） 

区    分 給 料 月 額 等 減 額 措 置 （参考）類似団体における最高／最低額 

給料 
市 長 
副市長 
教育長 

1,015,000 円    
805,000 円    

    670,000 円    
 

市 長 1,015,000 円 / 637,700 円 
副市長  805,000 円 / 587,200 円 

報酬 
議 長 
副議長 
議 員 

530,000 円    
435,000 円    
405,000 円    

 
議 長 539,000 円 / 440,000 円 
副議長 465,000 円 / 395,000 円 
議 員 430,000 円 / 375,000 円 

期末 
手当 

市 長 
副市長 
教育長 

（令和５年度支給割合） 

６月期  1.650 月分 
１２月期  1.750 月分 
  計    3.40 月分 

 

議 長 
副議長 
議 員 

（令和５年度支給割合） 

６月期  1.650 月分 
１２月期  1.750 月分 
  計    3.40 月分 

 

退職 
手当 

栃木県市町村総合事務組合に加入 
 
（算定方式）                   （支給時期） 
市 長 １月につき給料月額の４２／１００     任期終了毎に支給 
副市長 １月につき給料月額の２５／１００ 

   

２．職員の人事評価の状況 

人事評価の時期 令和５年度 

人事評価の期間 令和５年４月～令和６年３月 

人事評価の対象者 
全職員 

ただし、休職者等の職員は除く 

 

  



 ３．定員管理について 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由                       （各年 4 月 1 日現在） 

 
職  員  数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 要 因 

令和５年度 令和６年度 

一
般
行
政
部
門 

議  会 6 6 ―  

総務企画 127 130 3 
再任用職員から正規職員への変更、デジタルを活用した行政

の利便性向上事業推進による増に伴う増員、友好都市交流係

の新設、おくやみ窓口の新設、休職中の職員減 

税  務 30 30 ―  

民  生 74 75 1 育休代替職員補充 

衛  生 39 35 △4 コロナ 5類移行に伴うワクチン接種推進係の廃止 

労  働 ― ― ―  

農林水産 26 28 2 地域座談会、地域計画策定等に伴う農政業務増に伴う増員 

商  工 14 15 1 商工業業務増に伴う増員 

土  木 46 47 1 道路維持業務の増に伴う増員 

小  計 362 366 4 
(参考) 

人口 10,000人当たり職員数  46.6 人 

特別行

政部門 

教  育 79 82 3 
育休代替職員の補充、放課後こども教室増設等生涯学習業務

の増に伴う増員 

小  計 79 82 3  

普通会計 計 441 448 7 
(参考) 

人口 10,000人当たり職員数  57.0 人 

公営企

業等会

計部門 

水  道 12 12 ―  

下 水 道 15 13 △2 水処理センター維持管理業務の包括委託による減員 

そ の 他 26 26 ―  

小  計 53 51 △2   

合    計 494 499 5 
(参考) 

人口 10,000人当たり職員数  63.5 人 

  （注）職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時、 
非常勤職員を除いています。 
     

（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 
20 歳

未満 

20 歳

～ 

23 歳 

24 歳

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

職員数 

人 
 
2 

人 
 
26 

人 
 
62 

人 
 
49 

人 
 
63 

人 
 
51 

人 
 
41 

人 
 
41 

人 
 
48 

人 
 
64 

人 
 
47 

人 
 
5 

人 
 
499 

 

 

  



（３）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況等 

 

 ①定員適正化目標 
    本市は総務省の定める「定員モデル」や「類似団体等職員数」と比較し、少ない職員数ですが、人口減少社会

の到来が予想される中、限られた財源の中で最大の効果を上げることが継続して求められており、組織機構の見
直し、業務の外部委託等の推進、業務のやり方改善、職員の資質向上、再任用職員の積極的な活用の手法をもち
いて、令和７年４月１日において令和２年４月１日時点の職員数４８７人を維持することを目標としています。 

 
 ②定員適正化手法の概要 
   計画策定時において、５年間で約７３人の職員の定年退職が予定されることから、新規職員採用を抑制するこ

とにより計画的職員削減を図ります。新規または重点事業を実施する部署では業務増により職員数を増加する必
要がありますが、事務事業と職員数の関係は毎年定期的に見直しており、スクラップアンドビルドの繰り返しに
より弾力的かつ効果的な人事配置を行います。 

 
 ③定員適正化計画（第７次）の年次別推進状況（実績）の概要           （各年 4 月 1 日現在） 

（注）第７次定員適正化計画の計画期間は、令和３年度から７年度の５年間です。 
 
 

○定員適正化計画（第７次）の数値目標 

期 日 
前年度 

退職者数 

前年度 
4/2 以降 
採用者 

採用者数 職員数 
前年との 

比較 

R2.4.1    487  

R3.4.1 25 0  20 482 △5 

R4.4.1 11 0  14 485 3 

R5.4.1 13 0  13 485 0 

R6.4.1 11 0  12 486 1 

R7.4.1 13 0  14 487 1 

計 73 0  73  0 

令和 2 年 4 月 1 日と令和 7 年 4 月 1 日との比較：±０人 増減なし 

（注）第７次定員適正化計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度の５年間です。 

 

 区  分 R2 R3 R4 R5 R6 
（参考） 

R7 数値目標 

一般行政 

減員  
 
 

7 4 1 9 

 

増員 4 12 11 13 

差引 △3 8 10 4 

職員数 347 344 352 362 366 

特別行政 

減員 
 
 

3 4 7 2 

増員 0 2 1 5 

差引 △3 △2 △6 3 

職員数 90 87 85 79 82 

公営企業等会計 

減員  
 
 

0 0 1 2 

増員 2 0 2 0 

差引 2 0 1 △2 

職員数 50 52 52 53 51 

計 

減員  
 
 

10 8 9 13 

増員 6 14 14 18 

差引 △4 6 5 5 

職員数 487 483 489 494 499 487 



 ４．職員の任免について 

（１）①職員の採用試験の状況（令和５年度） 

区  分 申込者数 第 1 次受験者数(A) 第 1 次合格者数 最終合格者数(Ｂ) 競争率(Ａ)／(Ｂ) 

一般事務 74 57 45 15 3.8 

土木・建築事務 2 0 0 0 0 

保 健 師 4 2 2 2 1.0 

一般事務 

（障がい者対象） 
1 1 1 1 1.0 

一般事務 

（社会人対象） 
25 20 8 3 6.7 

土木・建築事務 

（社会人対象） 
1 0 0 0 0 

保健師 

（社会人対象） 
0 0 0 0 0 

一般事務（障がい） 

（社会人対象） 
0 0 0 0 0 

計 107 80 56 21 3.8 

 

（２）職員の採用の状況 

区  分 
競争試験 選  考 

計 
男性 女性 計 男性 女性 計 

職 
 
 

種 

一般事務 7 11 18 1 ― 1 18 

土  木 0 0 0 ― ― ― 0 

建  築 0 0 0 ― ― ― 0 

保 健 師 0 2 2 ― ― ― 2 

教育公務員 ― ― ― 3(指導主事) 0 3 3 

再任用職員 ― ― ― 2 2 4 4 

計 7 13 20 6 2 8 28 
  （注）採用者数は令和５年４月２日から令和６年４月１日までに採用された者です。 
     選考採用は、職務の特殊性等により競争試験が馴染まないため選考により採用されたものです。 
     再任用（短時間を含む。）は、定年退職者の中から従前の勤務実績などの基づく選考により、期間（１年以内） 

を定めて採用された者です。なお、任用期間の更新者は含みません。 

 

  



（３）職員の退職の状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 

区  分 男性 女性 計 

定年退職 3 2 5 

早期退職 0 2 2 

自己都合等 2 5 7 

再任用満了 5 0 5 

そ の 他 4 1 5 

計 14 10 24 

  

（４）早期退職希望者の認定結果（令和５年度） 

認定を受けた応募者の数 2 名 

    ※募集実施要項については別紙のとおり 

 

５．職員の勤務時間、休暇及び旅費等に関する勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの） 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 午前 8 時 30 分 午後 5 時 15 分 午後 0 時から午後 1 時 

  

（２）年次有給休暇の取得状況（令和５年度） 

総付与日数 Ａ 総使用日時数 Ｂ 対象職員数 Ｃ 平均取得日時数 Ｂ/Ｃ 取得率 Ｂ/Ａ 

18,285 日 7,210 日６時間 488 人 14.6 日 39.4% 

  

（３）時間外勤務の状況（令和５年度） 

時間外勤務総時間数 
職員１人当たりの 
時間外勤務総時間数 

40,118 時間 97 時間 

 

（４）特別休暇等の状況 

休暇の種類 休暇を与える期間等 有給・無給の別 

公民権行使のための休暇 必要と認められる期間 有 給 

公の職務執行のための休暇 必要と認められる期間 有 給 

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 有 給 

社会貢献活動のための休暇 1年度において5日の範囲内の期間 有 給 

結婚休暇 5日の範囲内の期間 有 給 

女性休暇 2日の範囲内で必要と認められる期間 有 給 

妊産婦の健康診査のための休暇 

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35
週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1
週間に1回とし、それぞれ1日の範囲内で必要と認めら
れる期間 

有 給 



妊婦の通勤緩和のための休暇 
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通
じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 有 給 

産前休暇 
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出
産する予定である場合には、出産の日までの申し出た
期間 

有 給 

産後休暇 

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場
合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間
を除く。) 

有 給 

1歳未満の子の保育のために必要と認められ
る授乳等を行うための休暇 

1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回60分以内
の期間 

有 給 

妻の出産に伴う休暇 2日の範囲内の期間 有 給 

妻の産前産後期間中における子の養育のた
めの休暇 

当該期間内において5日の範囲内の期間 有 給 

小学校就学の始期に達するまでの子の看護
のための休暇 

1年度において5日の範囲内の期間（対象となる子が2
人以上いる場合は10日の範囲内） 

有 給 

要介護者の介護、その他世話を行なうための
休暇 

1年度において5日の範囲内の期間（対象となる子が2
人以上いる場合は10日の範囲内） 

有 給 

忌引休暇 死亡した親族の区分に応じ、1日から7日の範囲内 有 給 

父母の追悼のための特別な行事のための休
暇 

1日の範囲内の期間 有 給 

夏季休暇 
7月から9月までの期間内における、原則として連続す
る3日の範囲内の期間 有 給 

災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊
した場合の当該住居の復旧作業等のための
休暇 

7日の範囲内の期間 有 給 

災害又は交通機関の事故等による休暇 必要と認められる期間 有 給 

災害時の退勤途上における身体の危険を回
避するための休暇 必要と認められる期間 有 給 

介護休暇 
介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6
月の期間内において必要と認められる期間 

無 給 

組合休暇 
1年度において30日の範囲内で、職員団体の業務又は
活動に従事する期間 

無 給 

  

（６）旅費制度の概要（令和５年度） 

区      分 
日当 

(1 日につき) 

宿泊料 
(1 夜につき) 

食事料 
(1 夜につき) 

特
別
職 

市長・副市長・教育長・議会の議員・執行機関の長・監査委員 3,300 円 16,500 円 3,300 円 

執行機関の委員 3,000 円 14,800 円 3,000 円 

附属機関の委員及びその他の各種委員 2,600 円 13,100 円 2,600 円 

臨時、非常勤の顧問、嘱託員、調査員及びこれらの者に準ずる者 2,600 円 13,100 円 2,600 円 

一
般
行
政
職 

行政職給料表(一)7 級以上の職員 2,600 円 13,100 円 2,600 円 

行政職給料表(一)4 級、5 級及び 6 級の職員 2,400 円 13,100 円 2,400 円 

行政職給料表(一)3 級の職員 2,200 円 11,800 円 2,200 円 

行政職給料表(一)2 級の職員 2,000 円 11,800 円 2,000 円 

行政職給料表(一)1 級の職員 1,800 円 11,800 円 1,800 円 

技 

能 

労
務
職 

行政職給料表(二)4 級及び 5 級の職員 2,200 円 11,800 円 2,200 円 

行政職給料表(二)2 級及び 3 級の職員 2,000 円 11,800 円 2,000 円 

行政職給料表(二)1 級の職員 1,800 円 11,800 円 1,800 円 

  （注） 日当は、目的地が県外で、かつ 30 キロメートルを超える市町村への出張に対して支給する 

 



（７）職員の営利企業等従事許可に関する服務の状況（令和５年度） 

営利企業等の従事の内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議員及

び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 
― 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 ― 

報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合 9 

 合         計 9 

 

６．職員の休業に関する状況 

（１）育児休業の状況（令和５年度） 

区       分 男 性 女 性 

育児休業の承認件数 4 9 

育児休業期間延長の承認件数 0 1 

 

７．職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分者数（令和５年度）  

区       分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 ― ― ― ― ― 

心身の故障の場合 ― ― 9 ― 9 

職に必要な適格性を欠く場合 ― ― ― ― ― 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 ― ― ― ― ― 

刑事事件に関し起訴された場合 ― ― ― ― ― 

条例で定めた事由による場合 ― ― ― ― ― 
 

（２）懲戒処分者数（令和５年度） 

区       分 免職 停職 減給 戒告 計 

法令に違反した場合 ― ― ― ― ― 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 ― ― ― ― ― 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 ― ― ― ― ― 

 

８．職員の退職管理の状況 

（１）再就職者からの働きかけ 

    なし 

（２）任命権者による公平委員会への報告 

    なし 

（３）公平委員会からの調査要求 

    なし 

  

  



９．職員の研修の状況 

（１）研修の状況 
(総括表) （令和５年度実績） 

区分 実施主体 回数(回) 人数(人) 

市単独研修 真岡市 26 530 

派遣研修 

管理監督者研修 栃木県市町村振興協会 23 62 

階層別研修 
栃木県市町村振興協会 12 30 

芳賀地区広域行政事務組合 20 183 

専門研修(集合・オンライン) 7 8 

合計 88 813 
 

・栃木県市町村振興協会が実施した研修 

区分 研 修 名 
期間 
（日） 

回数 
（回） 

人数 
（人） 

管
理
監
督
職
員
研
修 

行政法講座 2 1 4 

職場リーダー研修 2 1 3 

コミュニケーション・カウンセリング講座 2 2 4 

ファシリテーション講座 2 1 4 

メンタルヘルスケア講座（職場のメンタルヘルスケアと復帰支援） 2 1 3 

メンタルヘルス講座 1 2 3 

政策法務実践講座 2 1 3 

クレーム対応力講座 1 2 8 

組織内リスク管理講座 1 1 3 

パワーハラスメント防止研修 1 3 5 

住民との協働講座 2 1 3 

タイムマネジメント講座 1 2 6 

課長級マネジメント講座 1 2 6 

ダイバーシティ時代の管理職研修 1 1 3 

DX 研修 1 1 2 

SDGs 研修 1 1 2 

階
層
別 

法務基礎養成講座 2 1 5 

接遇レベルアップ講座 2 1 4 

折衝・交渉研修 1 1 2 

民法講座（オンライン） 2 1 3 

プレゼンテーション講座 2 2 4 

広聴広報力向上講座 1 2 4 

OJT 研修 1 2 4 

情報活用力向上研修 2 1 3 

JKET 指導者養成研修 1 1 1 

合計 ― 35 92 

 

 



・芳賀地区広域行政事務組合が実施した研修 

研   修   名 
期間 
(日) 

回数 
(回) 

人数 
(人) 

法制執務研修 2 1 4 

主事・技師研修 6 1 24 

主事技師選択講座 民法講座 3 1 13 

主事技師選択講座 地方自治法講座 2 1 18 

主事技師選択講座 地方公務員法講座 2 1 22 

折衝力交渉力向上研修 2 1 7 

中堅職員研修 2 1 3 

文書事務講座 1 1 18 

接遇研修 2 3 14 

創造性開発研修 2 3 6 

ＪＳＴ研修（基本コース） 2 1 7 

ＪＳＴ研修（応用コース） 3 1 9 

管理者研修 1 1 4 

現業職員研修 1 1 5 

新規採用職員研修 8 1 25 

メンタルヘルス研修 1 1 4 

合計 ― 20 183 

・市が実施した研修 

研   修   名 
期間 
(日) 

回数 
(回) 

人数 
(人) 

電信電話ユーザ協会 電話応対コンクール 3 3 5 

階層別通信教育研修 4～8 カ月 ― 20 

女性活躍推進管理者研修 1 1 7 

中堅職員意識改革研修 2 1 16 

新規採用職員研修 3 1 25 

特定運転者課程研修 1 1 24 

係長コミュニケーション研修 1 1 14 

メンターメンティ研修 1 1 37 

スキルアップ研修（４年目） 1 1 19 

キャリアデザイン研修（３年目） 1 1 14 

パワーハラスメント防止研修 0.5 4 127 

政策形成能力育成研修 3 1 13 

政策形成能力育成研修（希望制） 1 1 7 

自己啓発通信教育 6カ月 ― 19 

メンタルヘルスセミナー 0.5 2 53 

行政視察研修 ― ― 22 

認知症サポーター養成講座 0.5 1 25 

物販体験研修 ― 5 82 

刈払機作業従事者研修 1 1 1 

合計 ― 26 530 

 



・その他研修機関が実施した研修 

研   修   名 
期間 
(日) 

回数 
(回) 

人数 
(人) 

市町村アカデミー研修 ― 2 2 

全国建設研修センター ― 5 6 

合計 ― 7 8 

 

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康診断の状況（令和５年度） 

区分 受診者（人） 

定期健康診断 277  

が
ん
検
診 

胃がん健診 92  

胃リスク検診 185  

肺がん健診 269  

大腸がん健診 240  

乳がん健診 107 

子宮頸がん健診 63  

前立腺がん検診 46  

肝炎ウイルス検査 18  

人間ドック 229  

 

（２）公務災害・通勤災害の状況 

区  分 公務災害 通勤災害 合  計 

令和５年度 1 0 1 

 

（３）福利厚生事業に関する状況 

   本市職員の年金制度及び健康保険制度は、栃木県市町村職員共済組合で行なっている。 

   その他の福利厚生事業は、真岡市職員互助会で行なっている。 

  ①市町村職員共済組合について 

   （ア）令和５年度事業主負担金決算額   623,995,265 円 
 
   （イ）事業概要 
 

短期給付 長期給付 福祉事業 

職員とその家族の病気、怪我、出産、

死亡、休業または災害に対する給付 

退職・障害・死亡に対する年金や一

時金の給付 

健康診査などの健康増進事業、保養

施設の運営、住宅資金の貸付等 

 

  ②真岡市職員互助会について    

   （ア）会員掛金及び事業主負担金率（給料月額に対する負担金率） 

区  分 会員掛金 市負担金 負担金割合（職員：市） 

平成 28 年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

平成 29 年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

平成 30 年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 



令和元年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

令和２年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

令和３年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

令和４年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

令和５年度 2.5/1000 2.5/1000 １：１ 

  

   （イ）令和５年度の状況 

   ａ 令和５年度事業主負担金決算額等 

決算額 会員数 会員１人当たり負担額 

7,019,140 円 759 名 9,248 円 

   ※会員数は、市が支出した事業主負担金の積算基礎となった職員及び会計年度任用職員の数 

   ※上記には、事業費の他、事務費も含む 

 

   ｂ 事業内容 

   ［事業主負担金で運営している事業］ 

    ・各課救急薬品費用 

    ・人間ドック・脳ドック補助 

   ［会員掛金及び事業主負担金で運営している事業］ 

    ・リフレッシュ事業 

    ・市内施設等利用助成事業 

    ・夏祭り等地域行事参加事業 

 ・互助会冊子作製事業 

   ［会員掛金で運営している事業］ 

    ・慶弔給付事業 

    ・傷病給付事業 

    ・退会給付事業 

    ・県施設利用補助事業 

 

  ｃ 見直し状況 

   平成１７年度から掛金率及び負担金率を 0.5/1000 引き下げ、3/1000 にした。 

平成１８年度から負担金を投入する事業を明確にし、事業内容を見直した。 

   平成２５年度から掛金率及び負担金率を 0.5/1000 引き下げ、2.5/1000 にした。 

 

１１．公平委員会の業務の状況 

職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求等の利益の保護の状況 

 （１）給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況（令和５年度） 

    該当無し 

 （２）不利益処分に関する審査請求の状況（令和５年度） 

    該当無し 

 （３）職員からの苦情処理の状況（令和５年度） 

    該当無し 

 



令和６年度真岡市早期退職者募集実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、一般職の職員の退職手当に関する条例（平成 18 年栃木県市町村総合事務組合条例第 33 号。以下「退

職手当条例」という。）第 8 条の 6 第 2 項の規定に基づき、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年か

ら 15 年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集（以下「早期退職者募集」という。）について、退

職手当条例及び退職手当の支給に関する規則（平成 18 年組合規則第 30 号。以下「退職手当規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定める。 

 

２ 退職すべき期日 

 (1) 早期退職者募集に応募し、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けた職員（以下「認定応募

者」という。）の退職すべき期日は、令和 7 年 3 月 31 日とする。 

 (2) 認定応募者が、当該退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすことと

なると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、当該退職すべき期日の繰下げ又は繰

り上げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、

当該認定応募者の当該退職すべき期日を繰り下げ又は繰り上げるものとする。 

 

３ 募集人数 

早期退職者募集人数は 2 人とする。 

 

４ 募集期間 

 (1) 早期退職者募集期間は 5 月 10 日（金）午前 9 時から 6 月 7 日（金）午後 5 時までとする。  

 (2) 募集の目的を達成するため必要があるときは、上記募集期間を延長するものとする。 

 

５ 対象職員 

 (1) 早期退職者募集の対象となる職員は、退職日において、年齢 45 歳以上 60 歳未満の職員とする。 

 (2) 上記対象職員には、次に掲げる職員は含まれないものとする。 

  ① 退職手当条例第 2 条第 2 項の規定により職員とみなされる者 

  ② 法律により任期を定めて任用される者 

  ③ 退職手当条例第 8 条の 6 第 2 項第 2 号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が

到来するまでに定年に達する者 

  ④ 懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。）

又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者 

 

 

６ 応募又は応募の取下げの手続 

 (1) 早期退職者募集に応募しようとする職員は、上記４(1)の期間内に、応募申請書（退職手当規則様式第 11 号）を

市長に提出するものとする。 

 (2) 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下申請書（退職手当規則様式第 12 号）を市長に提出

するものとする。 

 

 



７ 応募の認定又は不認定の通知の予定時期 

  応募の認定又は不認定の通知の予定時期は、6 月 28 日（金）とする。 

 

８ 不認定となる場合 

  応募をした職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は認定しないものとする。 

 (1) 応募が当募集実施要項に適合しない場合 

 (2) 応募者が応募をした後懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合におけ

る懲戒処分を除く。）又はこれに準ずる処分を受けた場合 

 (3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の

内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。）をしたことを疑うに足りる相当な理由があ

る場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合 

 (4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進す

るために特に必要であると認める場合 

 

９ 早期退職者募集に関する問い合わせ先 

   総務部総務課人事研修係 

   電話 0285-83-8099（内線 3111） 

   

 

 

 



地方公務員法第５８条の３の規定による等級等ごとの職員数の公表 

● 行政職給料表（一）及び企業職給料表（一） （令和６年４月１日現在） 

等級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 
職名 

(人) (人) (％) 段

階 

１級 

主事補又は技師補の職務 

主事又は技師の職務 

保健師の職務 

保育士の職務 
48 9.9 

主事補 

技師補 

主事 

技師 

保健師 

保育士 

管理栄養士 

6 

2 

31 

3 

3 

2 

1 

48 9.9 

係
員
級 

計 49 

２級 

困難な業務を分掌する主事又は

技師の職務 

困難な業務を分掌する保健師の

職務 

困難な業務を分掌する保育士の

職務 

82 16.9 

主事 

技師 

保健師 

保育士 

社会福祉士 

管理栄養士 

64 

8 

7 

1 

1 

1 

82 16.9 

計 82 

３級 主査の職務 142 29.3 主査 142 142 29.3 

４級 副主幹の職務 66 13.6 副主幹 66 66 13.6 

５級 

係長の職務 

保育所長の職務 

次長の職務 

子育て支援センター所長の職務 

水処理センター所長の職務 

分館長の職務 

主任書記の職務 

副主幹の職務 

65 13.4 

係長 

保育所長 

次長 

子育て支援センター所長 

分館長 

主任書記 

副主幹 

49 

3 

3 

1 

3 

0 

6 

65 13.4 
係
長
級 

計 65 

６級 

課長補佐の職務 

支所長補佐の職務 

室長補佐の職務 

館長補佐の職務 

所長補佐の職務 

書記長補佐の職務 

36 7.4 

課長補佐 

局長補佐 

室長補佐 

館長補佐 

所長補佐 

書記長補佐 

29 

1 

1 

2 

3 

0 

36 7.4 

課
長
補
佐
級 

計 35 

 

 

 

 

 



等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％)  

７級 

課長の職務 

支所長の職務 

室長の職務 

所長の職務 

局長の職務 

書記長の職務 

会計管理者の職務 

主幹の職務 

37 7.6 

課長 

支所長 

室長 

所長 

局長 

書記長 

会計管理者 

主幹 

29 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

37 7.6 
課
長
級 

計 37 

８級 

部長の職務 

議会事務局長の職務 

教育次長の職務 

参事の職務 

9 1.9 

部長 

議会事務局長 

教育次長 

参事 

6 

1 

1 

1 

9 1.9 
部
長
級 

計 9 

 合計 485 100  

 

● 行政職給料表（二）（令和６年４月１日現在） 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 内訳 

(人) (％) 職名 (人) 

１級 

運転手 

技能職員 

労務職員 
0 0 

 

 

 

 

計 0 

２級 

相当の経験を有する運転手 

相当の経験を有する技能職員 

相当の経験を有する労務職員 
0 0 

 

 

 

 

計 0 

３級 

相当の技能若しくは経験を必要とする運転手 

相当の技能若しくは経験を必要とする技能職員 

相当の技能若しくは経験を必要とする労務職員 
1 7.1 

運転手 

用務員 

業務員 

0 

0 

1 

計 1 

４級 

極めて高度の技能若しくは経験を必要とする運転手 

極めて高度の技能若しくは経験を必要とする技能職員 

極めて高度の技能若しくは経験を必要とする労務職員 9 64.3 

運転手 

印刷手 

用務員 

業務員 

2 

1 

5 

1 

計 9 

５級 業務主任 4 28.6 業務主任 4 

 合計 14 100  



 


